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研究要旨 

【目的】本研究においては、全国の自治体において災害時の歯科保健医療活動指針やマニュアルが作

成されるために必要な文書や資料などの情報を作成することを目的とした。 

【方法】まず、自治体における歯科保健医療体制の整備に係る行政歯科職などの有識者より、研究班

会議や検討会にて意見を収集して「自治体の災害時歯科保健医療活動マニュアル」の案を作成し、更

に研究班会議や検討会にて修正加筆を繰り返し、本研究における他の検討項目からの結果も踏まえ、

文書および資料を作成した。 

【結果】 自治体における災害時の歯科保健医療支援体制の整備には、自治体ごとの特性にあわせた

災害時における歯科保健医療体制に関する活動指針やマニュアルの作成が必要とされており、そのた

めにも、災害時の歯科保健医療支援の必要性の理解が自治体内で理解されることが必要と考えられ、

「自治体における災害時の歯科保健医療支援活動推進のための活動指針作成に向けた考え方」および

「説明資料「大規模災害時の歯科保健医療活動～口腔機能からの健康維持～」」を作成した。 

 

Ａ．研究目的 

 大規模災害時には、電気・水道・ガスなどの基本

インフラが失われ、衛生的な環境の整わない生活が

長期化することによる健康危機が懸念される。この

ため、歯科保健医療支援も必要となるが、その体制

が自治体の指針やマニュアルなどで定められてい

る地域は未だ少なく、今後も想定される大規模災害

時の健康危機管理の一端として、災害時の歯科保健

医療支援体の整備の推進は必須であると考えられ

る。 

 本研究においては、全国の自治体において災害時

の歯科保健医療活動指針やマニュアルが作成され

るために必要な情報を作成することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

まず、自治体における歯科保健医療体制の整備に

係る行政歯科職などの有識者より、研究班会議や検

討会にて意見をうかがい、「自治体の災害時歯科保

健医療活動マニュアル」の案を作成した。 

この案について、更に研究班会議や検討会にて、

災害に係る歯科以外の保健医療や体制づくりに係

る有識者からの意見をいただいて修正加筆を繰り

返し、本研究における他の検討項目からの結果も踏

まえ、「自治体における災害時の歯科保健医療支援

活動推進のための活動指針作成に向けた考え方」お

よび「説明資料「大規模災害時の歯科保健医療活動

～口腔機能からの健康維持～」」を作成した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究においては、インタビュー対象者の個人情報

は含まず侵襲を伴わないものであり，十分な倫理的

配慮のもとで実施した．  

 

Ｃ．研究結果 

１．災害時の歯科保健医療体制や、その活動を推進

するための指針の作成に関する意見の収集 
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 下記の機会において、有識者より意見をいただい

た。それぞれの開催日時、場所（形式）、参加者（所

属、資格、人数）は下記のとおりであった。 

 令和 4年 7月 6日（オンライン） 

行政歯科職（3名（うち保健所長 1名））、研究教

育職（歯科医師 4名）、日本歯科医師会（歯科医

師 2名）、日本歯科衛生士会（歯科衛生士 1名）、

ほか 

 令和 4年 8月 6日（大阪） 

研究教育職（歯科医師 1名）、都道府県歯科医師

会（歯科医師 8名） 

 令和 4年 10月 8日（甲府） 

行政歯科職（5 名）、行政職（医師・保健所長 1

名）、研究教育職（歯科医師 4名、保健師 1名）、

日本歯科医師会（歯科医師 1名）、ほか 

 令和 4年 11月 19日（市ヶ谷） 

行政歯科職（3名）、研究教育職（歯科医師 1名、

歯科衛生士 1名）、都道府県歯科医師会（歯科医

師 8名） 

 令和 4年 12月 17日（市ヶ谷） 

行政歯科職（3名）、研究教育職（歯科医師 1名、

歯科衛生士 1名）、都道府県歯科医師会（歯科医

師 4名）、日本歯科衛生士会（歯科衛生士 1名）、

都道府県歯科衛生士会（歯科衛生士 1名） 

 令和 5年 1月 26日（オンライン） 

行政歯科職（6名（うち保健所長 2名））、研究教

育職（歯科医師 4名）、日本歯科医師会（歯科医

師 1名）、日本歯科衛生士会（歯科衛生士 1名）、

ほか 

 令和 5年 3月 10日（盛岡） 

 行政歯科職（1名、保健所長）、研究教育職（歯科

医師 2名、保健師 1名、管理栄養士 1名、言語聴覚

士 1名、システム開発 1名）、都道府県歯科医師会

1名 

２．災害時の歯科保健医療活動指針作成に向けた参

考資料の作成 

 過去の歯科保健医療以外の分野から発出されて

いる災害時の保健医療活動指針やマニュアルなど

を参考に、自治体における災害時の歯科保健医療支

援活動推進のための活動指針作成に向けた「自治体

の災害時歯科保健医療活動マニュアル」の案を作成

し、令和 4年 10月より提示して検討した。有識者

よりの意見を踏まえて継続的に修正加筆を繰り返

し、令和 5年 1月 26日の検討にて「自治体におけ

る災害時の歯科保健医療支援活動推進のための活

動指針作成に向けた考え方」としてまとめることと

なり、再整理して作成した。 

３．災害時の歯科保健医療活動の必要性や体制の説

明資料の作成 

 検討を進めるにあたり、指針やマニュアルの作成

の前に、災害時の歯科保健医療の必要性や体制の理

解を自治体内にて促進する必要性が指摘され、令和

4年 12月より「説明資料」（案）を提示してあわせ

て意見を求め、修正加筆を繰り返して作成した。 

 

Ｄ．考察 

 本研究においては、当初「自治体における活動指

針の作成」を推進できる「自治体の災害時歯科保健

医療活動マニュアル」の作成を目標としていたが、

災害対策は災害対策基本法に基づいて各自治体に

おいて作成している地域防災計画によるところが

大きく、また、自治体により歯科専門職の本庁や保

健所等への配置に違いがあるため、「活動マニュア

ル」として提示することはむしろ混乱を招く可能性

を考え、「活動指針作成に向けた考え方」として提

示し、各自治体においての活動指針の作成を促進す

ることとした。 

また、各自治体において活動指針を作成するため

には、まずは各自治体において災害時の歯科保健医

療活動の必要性への理解をしていただく必要があ

り、そのための説明資料の作成を追加した。 

 

Ｅ．結論 

 自治体における災害時の歯科保健医療支援体制

の整備には、自治体ごとの特性にあわせた災害時に

おける歯科保健医療体制に関する活動指針やマニ

ュアルの作成が必要とされており、そのためにも、

災害時の歯科保健医療支援の必要性の理解が自治

体内で理解されることが必要と考えられた。 

これらおよび本研究班における他の検討も踏ま

え、「自治体における災害時の歯科保健医療支援活

動推進のための活動指針作成に向けた考え方」およ

び「説明資料「大規模災害時の歯科保健医療活動～

口腔機能からの健康維持～」」を作成した。 
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